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秋田県監査委員条例の一部を改正する条例案について

令和２年２月２６日

監 査 委 員 事 務 局

１ 改正理由

地方自治法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第５４号）による地方自

治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）の一部改正により、監査

基準等の公表の方法を定める等の必要がある。

２ 改正内容

⑴ 新設された事項に係る公表について、秋田県公報に登載して公表する事項に

加える。（第６条関係）

項 目 内 容

監査基準の公表 監査基準の策定及び変更

【法198の４③④】

意見内容の公表 必要があると認めた場合において監査結果の報告に添

【法199⑩】 えて提出した意見の内容

勧告内容の公表 監査結果の報告のうち、特に必要があると認める事項

【法199⑪】 について措置を講ずべきことを勧告した内容

合議により決定でき 監査結果の報告の決定について、合議により決定がで

ない事項の公表 きない事項がある場合、その旨及び各監査委員の意見

【法75⑤・法199⑬】

勧告に基づき講じた 勧告を受けた知事等が、当該勧告に基づき講じた措置

措置内容の公表 の内容

【法199⑮】

⑵ 引用している法の条項を改める。（第６条関係）

３ 施行期日

この条例は、令和２年４月１日から施行することとする。
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